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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 燃 料 電 池 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 複 数 の 燃 料 電 池 を 有 す る 燃 料 電 池 ス タ ッ ク と 、
　 該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら の パ ー ジ 放 電 を レ ギ ュ レ ー ト す る パ ー ジ バ ル ブ と 、
　 該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 閉 す る よ う に 結 合 さ れ た ア ク チ ュ エ ー タ と 、
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 条 件 が 存 在 す る 場 合 、 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス に お い て 、 該
パ ー ジ バ ル ブ を 開 閉 す る た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る よ う に 結 合 さ れ た コ ン ト ロ
ー ラ と を 備 え 、 該 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス は 、
　 　 パ ー ジ 継 続 時 間 の 間 、 該 バ ル ブ を 開 く と 、
　 　 パ ー ジ 継 続 時 間 の 後 保 持 期 間 、 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る と 、
　 　 該 バ ル ブ 開 閉 を 少 な く と も １ 回 繰 返 す と 、
　 　 任 意 の 後 続 パ ー ジ の 前 パ ー ジ 間 継 続 時 間 の 間 、 該 バ ル ブ を 閉 じ た 状 態 に 保 つ と
を 包 含 す る 、 燃 料 電 池 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 コ ン ト ロ ー ラ は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧
が 、 該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 少 な く と も 一 部 分 に か か る 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の パ ー セ ン テ ー ジ
を 超 過 し た か ど う か を 決 定 す る こ と に よ っ て 、 ス タ ッ ク の パ ー ジ 条 件 が 存 在 す る か ど う か
を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 燃 料 電 池 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 パ ー ジ 間 継 続 時 間 は 、 前 記 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス に お い て 、 前 記 少 な く と も １ つ
の パ ー ジ 継 続 時 間 お よ び 保 持 期 間 の 各 々 よ り も 長 い 、 請 求 項 １ に 記 載 の 燃 料 電 池 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ４ 】

こ と
該 の の 間 こ と

を す る こ と こ と
の こ と

て い



　 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス を 用 い て 燃 料 電 池 パ ー ジ シ ス テ ム を 動 作 さ せ る 方 法 で あ っ て 、
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 条 件 が 存 在 す る こ と を 決 定 す る と 、
　 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス に お い て 、 パ ー ジ バ ル ブ を 動 作 さ せ る で あ っ て 、
　 　 パ ー ジ 継 続 時 間 の 間 、 該 バ ル ブ を 開 く と 、
　 　 該 パ ー ジ 継 続 時 間 の 後 保 持 期 間 、 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る と 、
　 　 第 ２ の パ ー ジ 継 続 時 間 の 間 バ ル ブ を 開 閉 す る こ と を 繰 返 す と
　 を 包 含 す る と 、
　 任 意 の 後 続 の パ ー ジ の 前 パ ー ジ 間 継 続 時 間 の 間 、 該 バ ル ブ を 閉 じ た 状 態 に 保 つ と
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 パ ー ジ 間 継 続 時 間 は 、 前 記 パ ル ス パ ー ジ シ ー ケ ン ス に お い て 、 前 記 少 な く と も １ つ
の パ ー ジ 継 続 時 間 お よ び 保 持 期 間 の 各 々 よ り も 長 い 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ の パ ー ジ 継 続 時 間 は 、 前 記 第 ２ の パ ー ジ 継 続 時 間 と 同 じ で あ る 、 請 求 項 ４ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ の パ ー ジ 継 続 時 間 は 、 前 記 第 ２ の パ ー ジ 継 続 時 間 と は 異 な る 、 請 求 項 ４ に 記 載
の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の パ ー ジ 継 続 時 間 の 少 な く と も １ つ 燃 料 電 池 ス タ ッ ク
電 流 に 基 づ い て 決 定 す る を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 バ ル ブ を 開 閉 す る は 、 パ ー ジ 条 件 が 満 た さ れ る ま で 繰 返 さ れ る 、 請 求 項 ４ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 条 件 が 存 在 す る こ と を 決 定 す る は 、
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 が 、 該 燃 料 電 池 ス タ ッ
ク の 少 な く と も 一 部 分 に か か る 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の パ ー セ ン テ ー ジ を 超 過 す る か ど う か を
決 定 す る を 包 含 す る 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 パ ー ジ 条 件 が 満 た さ れ た か ど う か を 決 定 す る は 、
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 パ ー ジ 電 圧 が 、 前 記 ス タ ッ ク に お
け る １ つ 以 上 の 電 池 の 現 在 の 電 圧 に 基 づ く 所 定 の 閾 値 電 圧 を 超 過 す る か ど う か を 決 定 す る

を 包 含 す る 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 パ ー ジ 条 件 が 満 た さ れ る か ど う か を 決 定 す る は 、
　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 が 、 該 燃 料 電 池 ス タ ッ
ク に お け る 少 な く と も ２ つ の 燃 料 電 池 に か か る 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の パ ー セ ン テ ー ジ を 超 過
す る か ど う か を 決 定 す る を 包 含 す る 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
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燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ シ ス テ ム で あ っ て 、
該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら の 流 れ を レ ギ ュ レ ー ト す る パ ー ジ バ ル ブ と 、
該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 閉 す る よ う に 結 合 さ れ た ア ク チ ュ エ ー タ と 、
少 な く と も １ つ の 燃 料 電 池 に わ た っ て 結 合 さ れ た パ ー ジ 電 池 電 圧 セ ン サ で あ っ て 、 該 燃

料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 を 形 成 し て 、 該 パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 電 圧 を 決 定 す る
、 パ ー ジ 電 池 電 圧 セ ン サ と 、

該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク に お い て 、 少 な く と も ２ つ の 燃 料 電 池 に わ た っ て 結 合 さ れ て お り 、
該 燃 料 電 池 に か か る 電 圧 を 決 定 す る 燃 料 電 池 電 圧 セ ン サ と 、

該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 電 圧 が 、 該 少 な く と も ２ つ の 燃 料 電
池 に わ た っ て 測 定 さ れ た 閾 値 電 圧 の 第 １ の 所 定 の パ ー セ ン テ ー ジ 未 満 に 降 下 す る 場 合 に 、



　
　

【 請 求 項 １ ４ 】
　
　
　
　

　

　

　
　

【 請 求 項 １ ５ 】
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該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 く た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ う に 結 合 さ れ る
コ ン ト ロ ー ラ と

を 備 え 、
該 コ ン ト ロ ー ラ は 、 決 定 さ れ た パ ー ジ 継 続 時 間 が 経 過 し た 後 に 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る

た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ う に さ ら に 結 合 さ れ 、 該 パ ー ジ 継 続 時
間 の 決 定 は 、 該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク を 通 る 電 流 の 流 れ に 基 づ い て お り 、 該 コ ン ト ロ ー ラ は 、
該 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 が 、 該 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の 第 ２ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ を 超 え て 上 昇
し た 場 合 に 、 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ
う に さ ら に 結 合 さ れ 、 該 第 ２ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ は 、 該 第 １ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ と は
異 な る 、 パ ー ジ シ ス テ ム 。

燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ シ ス テ ム で あ っ て 、
該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら の 流 れ を レ ギ ュ レ ー ト す る パ ー ジ バ ル ブ と 、
該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 閉 す る よ う に 結 合 さ れ た ア ク チ ュ エ ー タ と 、
少 な く と も １ つ の 燃 料 電 池 に わ た っ て 結 合 さ れ た パ ー ジ 電 池 電 圧 セ ン サ で あ っ て 、 該 燃

料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 を 形 成 し て 、 該 パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 電 圧 を 決 定 す る
、 パ ー ジ 電 池 電 圧 セ ン サ と 、

該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク に お い て 、 少 な く と も ２ つ の 燃 料 電 池 に わ た っ て 結 合 さ れ て お り 、
該 燃 料 電 池 に か か る 電 圧 を 決 定 す る 燃 料 電 池 電 圧 セ ン サ と 、

該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 電 圧 が 、 該 少 な く と も ２ つ の 燃 料 電
池 に わ た っ て 測 定 さ れ た 閾 値 電 圧 の 第 １ の 所 定 の パ ー セ ン テ ー ジ 未 満 に 降 下 す る 場 合 に 、
該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 く た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ う に 結 合 さ れ る
コ ン ト ロ ー ラ と

を 備 え 、
該 コ ン ト ロ ー ラ は 、 決 定 さ れ た パ ー ジ 継 続 時 間 が 経 過 し た 後 に 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る

た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ う に さ ら に 結 合 さ れ 、 該 パ ー ジ 継 続 時
間 の 決 定 は 、 該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク を 通 る 電 流 の 流 れ に 基 づ い て お り 、 該 コ ン ト ロ ー ラ は 、
該 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 が 、 該 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の 第 ２ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ を 超 え て 上 昇
し た 場 合 に 、 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る た め に 、 該 ア ク チ ュ エ ー タ に 制 御 信 号 を 提 供 す る よ
う に さ ら に 結 合 さ れ 、 該 第 ２ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ は 、 該 第 １ の 所 定 パ ー セ ン テ ー ジ よ り
大 き い 、 パ ー ジ シ ス テ ム 。

燃 料 電 池 パ ー ジ シ ス テ ム を 動 作 さ せ る 方 法 で あ っ て 、
燃 料 ス タ ッ ク の パ ー ジ 電 池 部 分 に か か る 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 を モ ニ タ リ ン グ す る こ と と

、
該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 少 な く と も 一 部 分 に か か る 平 均 燃 料 電 池 電 圧 を モ ニ タ リ ン グ す る

こ と と 、
該 平 均 パ ー ジ 電 池 電 圧 が 、 該 平 均 燃 料 電 池 電 圧 の 第 １ の 所 定 の パ ー セ ン テ ー ジ 未 満 に 降

下 す る 場 合 に 、 該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 く こ と と
該 燃 料 電 池 ス タ ッ ク を 通 る 電 流 の 流 れ を 決 定 す る こ と と 、
該 決 定 さ れ た 電 流 の 流 れ に 基 づ い て 、 パ ー ジ 継 続 時 間 を 決 定 す る こ と と 、
該 パ ー ジ バ ル ブ を 開 い た 後 、 該 決 定 さ れ た パ ー ジ 継 続 時 間 の う ち 最 も 直 近 に 決 定 さ れ た

パ ー ジ 継 続 時 間 に 続 い て 該 パ ー ジ バ ル ブ を 閉 じ る こ と と
を 包 含 し 、
該 第 ２ の 所 定 の パ ー セ ン テ ー ジ は 、 該 第 １ の 所 定 の パ ー セ ン テ ー ジ と は 異 な る 、 方 法 。
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